
 

 

 

 

 

『札幌市特別奨学生募集要項』※返済義務なし 

１．対象者（(1)～(5)のすべてを満たす必要あり） 

（１）世帯の経済的自立のための技能習得を目指して、次のいずれかで学ぶ（見込みの）方であること。 

ア 高等学校の職業課程（農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉）または総合学科のうち技能

の習得が見込まれるもの 

イ 高等専門学校 

ウ 特別支援学校（高等部）のうち普通科以外の学科（これに準ずるものを含む） 

エ 技能の習得を目的とする専修学校（高等課程または中学校卒業後に進む場合の一般課程） 

オ 技能の習得を目的とする各種学校等（高等学校相当課程） 

（２）世帯（住民票上、別の世帯で生計を一にしている方を含む）の月収収入（総支給額）が、原則として生

活保護法による保護の基準に定める１．５倍以内であること。 

（３）生徒本人又は本人を養育している方が住民基本台帳法に基づき札幌市の住民基本台帳に登録されている

こと。 

（４）品行方正であること。 

（５）生徒が技能を習得することにより世帯の経済的自立が可能と認められること。 

２．募集人員 200名程度 

３．受付期間 令和６年 11月 18日（月）～令和６年 12月 16日（月） 

４．受付時間 ８時 45分から 17時 15分まで（最終日は 17時まで） 

５．受付場所 お住まいの区役所の保健福祉部 保健福祉課 地域福祉係 

６．支給額  ①技能習得資金（月額）         国公立： ５，０００円 私立： ８，０００円 

②支度資金（１年生の入学時のみ１回）  国公立：１０，０００円 私立：１５，０００円 

※対象となる学校が決まっていますので、希望する際はご相談ください。 

※札幌市奨学金との併願は可能ですが、両方同時に受給することはできません。 

 

※希望される方は下記申込書を記入して切り取り、１２月 ２日（月）までに担任にお申し出ください。募

集要項を渡します。後日、学校からは厳封された「意見調査書」を渡します。申請書と合わせて区役所

に持参し、申請手続きを行ってください。なお、申請書類の内容について聞き取りされる場合がありま

すので、申請者の保護者の方が手続きを行っていただくことになります。 

 

☆１１月１９日（火）は進路写真を撮ります。 

進路写真は、顔がしっかり写っていることが基本です。頭髪はさわやかに整え、前髪はまゆ毛にかぶらな 

いようにし、顔の表情全体がよく見えるようにしてください。受験のときにめがねをかける予定の人は、め 

がねをかけて写真を撮ります。 
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